
サンライズ産業株式会社　殿

住　 　所

会　  社　  名

代　表　者　名

資 　本　  金

電　話　番　号

部　 　署

支　払　方　法

料　 　金

【補償制度】 １．対人賠償　 無制限 （自賠責保険　３，０００万円含む）

２．対物賠償 無制限(離島、提携先は１,０００万円）

３．人身傷害補償 ３，０００万円

４．車　　　輌 車輌時価

※対物賠償免責額 ５万円

※車　　輌　免責額 ５万円

【注意事項】 １．車輌返却の際、燃料は満タンで返却致します。

２．借受け時に於いては車輌の損傷確認に立会いを致します。

３．借受け中の車輌に損傷があった場合は、修理期間中の営業補償の一部

　として次のノンオペレーションチャージをお支払い致します。

　・自走にて店舗へ返却した場合　 ２万円

　・自走にて店舗へ返却しなかった場合 ５万円 （別途　ﾚｯｶｰ料金）

４．事故が発生した場合は、速やかに「警察」及び「店舗」へ届出をします。

　　若し、届出を怠った場合は全て当方の負担とします。

５．保険約款の免責事項に該当する場合又は当社の貸渡約款に違反している

場合は補償の適用を除外致します。

　上記の取引条件にてレンタカーの賃借を申込み致します。

　尚、万一債務に関し訴訟が生じた場合には、貴社を管轄する簡易裁判所を管轄裁判所とすることに

　同意します。

年 月 日

申　込　者 住　 　所

会　社　名

代表者名 印

現金・クレジット前払い・売掛

（JE以上の乗用ＪＢ－Ａ以上のスペシャリティ、ＷＡ以上のミニバン、
ワゴン、マイクロバス、ＴＣ以上のトラック、特装車は　１０万円）

令和

　－　 　－　 Ｆ Ａ Ｘ 番 号 　－　 　－　

担 　当　 者

【取引条件】

車輌貸借申込書

業　 　種


